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岩
瀬
文
庫
蔵『
見
聞
随
筆
』の
六
十
六
部
関
係
記
事

小　

嶋　

博　

巳

は
じ
め
に

　

愛
知
県
西
尾
市
の
岩
瀬
文
庫
は
、
明
治
・
大
正
期
の
地
元
の
実
業
家
、
岩
瀬
弥

助
が
私
財
を
投
じ
て
設
立
し
た
も
の
で
、
多
く
の
古
典
籍
を
蔵
す
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
る
。
戦
後
、
西
尾
市
が
蔵
書
を
買
い
取
っ
て
西
尾
市
立
図
書
館
岩
瀬
文
庫
と

な
り
、
さ
ら
に
二
〇
〇
三
年
に
「
古
書
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
を
謳
う
西
尾
市
岩
瀬
文

庫
と
な
っ
た
。
こ
の
岩
瀬
文
庫
に
、
仮
に
『
見け

ん

聞も
ん

随ず
い

筆ひ
つ

』
と
名
付
け
ら
れ
た
九
冊

の
写
本
が
あ
る
（
資
料
番
号
：136-54

）。
近
世
末
期
の
も
の
で
、
諸
国
の
奇
談

を
は
じ
め
と
す
る
雑
多
な
知
識
を
多
数
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か

に
六
十
六
部
に
関
わ
る
ひ
と
ま
と
ま
り
の
記
事
が
あ
り
、
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き

な
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
小
稿
は
、
こ
れ
を
紹
介
し
、
検
討
を
加
え
て
み
よ
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

は
じ
め
に
、
同
文
庫
の
目
録
デ
ー
タ

（
１
）
に
拠
り
つ
つ
、『
見
聞
随
筆
』
に
つ
い
て

最
小
限
の
書
誌
的
情
報
を
記
し
て
お
く
。

　

全
体
は
九
冊
二
九
一
丁
か
ら
な
る
が
、
各
冊
は
袋
綴
状
の
台
紙
に
さ
ま
ざ
ま
な

大
き
さ
の
紙
片
を
貼
付
し
た
も
の
で
、
一
冊
ご
と
に
見
返
に
後
筆
の
目
録
を
付
し

て
い
る
。
目
録
デ
ー
タ
で
は
、
後
人
が
整
理
し
た
も
の
ら
し
い
と
し
て
い
る
。
い

ず
れ
の
冊
に
も
外
題
・
内
題
は
な
く
、『
見
聞
随
筆
』
と
い
う
書
名
は
岩
瀬
文
庫

が
与
え
た
仮
題
で
あ
る
。
序
跋
等
も
な
く
、
著
者
・
成
立
年
代
と
も
明
ら
か
で
は

な
い
。
た
だ
し
第
二
冊
に
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
が
本

書
中
の
最
新
の
年
紀
で
あ
る
。
目
録
デ
ー
タ
は
成
立
推
定
を
「
幕
末
写
」
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
著
者
に
つ
い
て
は
、
江
戸
住
で
寛
政
頃
に
生
ま
れ
た
人
と
し
、

永
平
寺
に
関
す
る
上
書
の
草
稿
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
幕
府
寺
社
奉

行
所
の
関
係
者
か
、
と
し
て
い
る
。

　
『
見
聞
随
筆
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
老
狸
が
肖
像
を
自
作

し
た
話
、
四
十
七
士
の
墓
の
図
、
越
後
に
甘
露
が
降
っ
た
話
、
鰹
ゑ
ぼ
し
の
図
、

八
歳
の
幼
女
が
子
を
産
ん
だ
話
、
救
命
丸
の
こ
と
、
立
山
の
幽
霊
等
々
、
き
わ
め

て
雑
多
な
情
報
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
一
つ
に
、
六
十
六
部
に
関
す
る
話
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
（
図
１
）。
こ
れ
は
第
五
冊
の
四
番
目
の
話
題
で
、
七
丁
表
か

ら
八
丁
表
に
か
け
て
、
計
四
九
行
に
わ
た
る
。
見
返
し
の
目
録
に
は
「
一　

六
十

六
部
」
と
あ
る
。

　

当
該
記
事
の
話
題
は
、
東
叡
山
寛
永
寺
の
、
六
十
六
部
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ

て
展
開
し
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。
近
世

の
あ
る
時
期
以
降
、

江
戸
の
寛
永
寺
と
京

都
の
御
室
御
所
仁
和

寺
が
六
十
六
部
の
支

配
に
携
わ
っ
て
い
た

こ
と
は
、
何
度
か
指

摘
し
て
き
た（

２
）。た
だ
、
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疋
ト
鳥
目
弐
百
銅
持
参
致
し
、
右
役
所
へ
出
て
自
分
住
所
、
名
主
・
家
主
名

前
、自
分
の
名
ハ
町
家
の
も
の
に
て
も
家
名
姓
氏
名
乗
等
を
申
相
願
候
へ
者
、

上
ヘ
通
し
出
家
出
て
応
対
し
、
右
姓
名
の
儀
つ
ぶ
さ
に
役
所
帳
面
へ
記
シ
、

し
バ
ら
く
扣
へ
さ
せ
て
御
本
坊
ヘ
相
達
し
、ち
い
さ
な
る
巻
物
壱
軸
持
来
り
、

是
へ
右
姓
名
等
書
記 　
　

 

。
扨
当
人
印
形
を
取
て
役
所
帳
面
へ
居
〔
据
〕へ

、
又

右
巻
物
へ
も
居
〔
据
〕へ

、
其
外
国
々
公
儀
御
関
所
へ
遣
ス
印
鑑
の
書
付
へ
印
を
居
〔
据
〕

て
印
形
ヲ
差
返
し
、
夫
ゟ
当
人
ヲ
呼
出
し
、
役
人
出
家
等
列
座
し
て
六
十
六

部
納
経
廻
国
中
の
掟
を
読
聞
ス
ル
也
。

　

右
掟
と
云
ハ
則
彼
の
巻
物
ニ
認
メ
有
之
文
也
。
道
中
修
行
い
た
し
候
ハ
ゝ

一
国
一
村
共
不
残
修
行
す
べ
し
、
一
村
ナ
ラ
バ
一
村
限
り
の
家
数
一
軒
も
残

ス
べ
か
ら
す
、
身
に
長
二
寸
五
分
ゟ
上
の
刃
物
所
持
す
ベ
か
ら
す
、
底
あ
る

袋
持
べ
か
ら
す
、
泊
リ
ハ
七
ツ
時
限
リ
ニ
取
ル
べ
し
、
宿
取
お
く
れ
候
ハ
ゝ

村
所
名
主
方
へ
申
出
宿
ヲ
乞
べ
し
、
若
故
障
之
事
あ
ら
ハ
其
所
の
制
札
場
へ

し
ゆ
く
す
べ
し
、
尤
村
之
者
両
人
終
夜
番
致
さ
セ
べ
し
、
朝
ハ
六
ツ
時
に
出

立
す
べ
し
、
道
つ
れ
は
壱
人
ニ
可
限
、
女
人
之
同
行
ハ
不
相
成
事
、
人
家
の

両
側
修
行
致
事
不
相
成
等
、
種
々
の
定
法
あ
る
事
也
。
猶
帰
国
之
節
ハ
早
速

此
方
へ
相
届
べ
き
由
厳
重
ニ
申
渡
し
、
右
巻
物
を
授
ル
也
。

　

夫
ゟ
当
人
出
立
致
し
、
譬
ハ
箱
根
御
関
根
〔
所
〕へ
相
懸
ル
に
六
十
六
部
廻
国
之

由
申
入
ル
。
番
人
立
出
、
納
経
ニ
候
哉
御
巻
物
ニ
候
哉
と
相
尋
。
御
巻
物
と

云
ハ
上
野
よ
り
出
ル
彼
巻
物
の
事
を
差
て
云
也
。
但
六
部
の
笈
の
上
に
別
に

柳
こ
り
又
ハ
文
こ
様
の
も
の
あ
り
、
是
右
巻
物
を
入
置
も
の
也
。
扨
御
巻
物

の
よ
し
相
答
れ
ハ
、
彼
の
番
人
御
巻
物
で
ム

（
ご
ざ
）ル
と
申
。
其
時
縁
の
前
砂
利
の

上
へ
莚
ヲ
敷
、
肩
衣
の
役
人
、
此
上
へ
お
り
来
て
御
巻
物
ヲ
と
云
。
六
部
則

少
な
く
と
も
近
世
末
期
の
仁
和
寺
の
六
十
六
部
支
配
が
確
か
な
史
料
に
よ
っ
て
確

認
で
き
る

（
３
）

の
に
対
し
、
寛
永
寺
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
「
東
叡
山
御
定
目
」
と

い
う
掟
書
の
存
在
を
除
け
ば
、
直
接
に
こ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
を
欠
く
憾
み
が
あ

っ
た
。
当
該
記
事
は
こ
の
欠
を
補
う
も
の
と
い
う
期
待
を
抱
か
せ
る
。

　

た
だ
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
記
事
は
に
わ
か
に
信
じ
が
た
い
記
述
を
含

ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
扱
う
場
合
に
は
十
分
に
慎
重
な
態
度
が
求
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
踏
ま
え
て
も
な
お
、
あ
え
て
無
視
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
内
容
が
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
紹
介
し
、
検
討
を
加
え
て
み

た
い
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

　

一
、
記
事
全
文

　

ま
ず
当
該
記
事
の
全
文
を
翻
刻
す
る
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
適
宜
改
行
し
、

私
に
句
点
・
読
点
を
加
え
た
。
漢
字
は
す
べ
て
通
行
の
字
体
と
し
た
が
、「
ゟ
」「
ム
」

「
躰
」は
原
文
の
字
体
を
残
し
た
。
取
り
消
し
線
に
よ
る
抹
消
は 　
　

 
で
示
し
た
。

　

日
本
廻
国
六
十
六
部
と
云
も
の
ハ
六
ツ
か
し
き
も
の
也
。
背
に
負
た
る
笈

ハ
本
来
法
華
経
六
十
六
部
を
入
て
一
ケ
国
ニ
壱
部
ツ
ゝ
納
経
し
て
廻
ル
事

也
。

　

先
ツ
六
十
六
部
廻
国
に
出
ん
と
思
ふ
も
の
ハ
江
戸
な
れ
ハ
東
叡
山
へ
至
り

て
納
経
の
御
判
を
い
た
ゝ
く
事
也
。
尤
諸
国
順
拝
し
て
納
経
を
受
あ
り
く
ニ

も
同
断
也
。
順
拝
の
分
ハ
、上
野
へ
至
り
鳥
目
百
銅
差
出
し
て
納
経
ヲ
願
ふ
。

尤
自
分
帳
面
を
持
参
し
て
願
事
也
。
但
上
野
ハ
中
堂
の
裏
、
左
り
の
方
ニ
役

所
あ
り
、
右
役
所
へ
至
り
願
ふ
也
。
又
六
十
六
部
ニ
出
ル
も
の
ハ
、
金
子
百
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尤
今
時
六
部
と
云
者
□
ハ
多
く
似
セ
も
の
に
て
、
大
概
江
戸
内
に
住
居
し

て
妻
子
を
持
、
六
部
を
口
す
ぎ
の
業
と
な
す
ゆ
へ
、
六
部
の
定
法
も
多
く
ハ

し
ら
ず
と
見
へ
て
、
笈
の
後
ろ
な
る
竪
板
ニ
日
本
廻
国
六
十
六
部
大
乗
妙
典

と
書
記
し
て
置
な
が
ら
、
笈
の
内
へ
法
花
経
ヲ
ハ
納
め
ず
し
て
或
ハ
地
蔵
或

ハ
観
音
様
の
仏
像
を
安
置
し
、
爾
も
唱
名
念
仏
し
て
貰
ひ
あ
る
き
、
其
上
女

人
の
道
づ
れ
ハ
な
ら
ざ
る
よ
し
の
掟
を
お
か
し
て
其
妻
を
女
六
部
に
出
立

セ
、
又
其
子
を
も
引
つ
れ
あ
る
く
、
是
何
の
道
理
ぞ
や
。
道
つ
れ
同
行
ハ
二

人
に
限
ル
の
法
ヲ
知
ら
ざ
る
歟
。
但
し
是
等
の
訳
柄
少
し
も
知
ら
ざ
る
に
ハ

あ
ら
ず
、
其
妻
を
呼
ぶ
に
尼
さ
ん
と
い
ひ
、
妻
ゟ
夫
ヲ
呼
ぶ
に
同
行
さ
ん
と

云
、
然
ハ
少
し
ハ
其
定
法
を
も
し
り
た
る
が
如
し
。

　

二
、
記
事
の
概
要

　

冒
頭
に
六
十
六
部
は
「
六
ツ
か
し
き
も
の
」
と
あ
る
が
、
こ
の
巡
礼
が
難
行
で

あ
る
と
い
う
の
か
、
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
種
々
の
決
ま
り
事
が
あ
っ
て
難
儀
だ
と

い
う
の
か
、
部
外
者
か
ら
は
難
解
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
、
は
た
ま
た

別
の
意
味
を
も
つ
の
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

ま
ず
は
国
ご
と
に
一
部
の
法
華
経
を
奉
納
し
て
ゆ
く
と
い
う
六
十
六
部
の
理
念
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

以
下
の
内
容
は
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。

　
　

①
六
十
六
部
志
願
者
が
東
叡
山
寛
永
寺
で
取
る
手
続
に
つ
い
て

　
　

②
六
十
六
部
の
掟
に
つ
い
て

　
　

③
関
所
に
お
け
る
取
り
扱
い
に
つ
い
て

か
の
こ
り
ゟ
巻
物
を
出
し
て
相
渡
セ
ハ
、
役
人
白
木
の
三
方
ヲ
急カ

て
持
出
、

此
上
へ
の
セ
て
縁
へ
上
カ
リ
、向
ヒ
て
左
り
の
方
に
障
子
を
立
た
る
所
あ
り
、

此
内
へ
入
ル
。
此
内
ニ
ハ
四
五
尺
四
方
ニ
柱
を
立
、
家
根
を
付
た
る
所
座
敷

内
ニ
別
に
有
、
此
あ
づ
ま
屋
根
の
所
へ
お
ど
ん
と
称
し
て
純
〔
緞
ヵ
〕子

の
切
レ
ニ
て

三
戸
帳
の
如
き
物
の
上
に
六
尺
棒
の
様
な
る
棒
を
付
、
役
人
是
ヲ
持
出
、
か

の
所
の
四
方
へ
か
け
て
た
れ
ぎ
ぬ
の
如
く
す
。其
時
巻
物
を
請
取
た
る
役
人
、

彼
の
お
ど
ん
の
内
に
入
り
巻
物
を
高
ら
か
に
よ
ミ
上
ゲ
、
奥
書
の
当
人
印
形

ヲ
御
関
所
へ
上
野
ゟ
届
け
あ
る
印
鑑
と
引
く
ら
べ
、
相
違
な
け
れ
ハ
巻
納
て

又
々
莚
の
上
へ
出
来
り
、
当
人
へ
御
大
切
ニ
被
遊
よ
と
云
て
相
返
す
。
其
時

脇
ゟ
通
り
ま
せ
い
と
い
ふ
。
是
巻
物
所
持
の
六
部
御
関
所
罷
通
ル
定
法
也
。

　

一
躰
上
野
に
て
ハ
金
壱
歩
弐
百
文
位
の
事
ニ
て
ハ
中
々
余
程
の
足
し
前
入

ル
事
也
。
い
か
に
と
な
れ
バ
、
右
六
部
上
野
役
所
へ
願
ひ
来
れ
ハ
前
条
の
事

訳
相
済
て
後
、
右
六
部
の
印
鑑
ヲ
箱
根
或
ハ
横
川
等
其
六
部
の
差
向
て
出
ル

方
の
御
関
所
へ
早
飛
脚
ヲ
以
相
達
し
、
又

別
に
可
然
役
人
ヲ
以
京
都

へ
差
遣
セ
、
右
六
部
の
次
第
ヲ
摂
政
家
へ
演
達
す
。
忽
〔
勿
ヵ
〕論
御
門
主
ゟ
の
仰
ニ

依
て
也
。
斯
て
此
段
摂
政
家
ゟ　

天
子
様
へ
奏
聞
あ
り
。
爰
ニ
於
て
乍
恐　

天
子
様
紫
宸
殿
に
出
幸
ま
し
〳
〵
、
か
の
も
の
道
中
安
全
の
為
七
ケ
日
の　

御
祈
禱
あ
り
。
是
後
白
川
法
皇
の
御
跡
ヲ
ふ
ミ
奉
ル
故
ヲ
以
、
下
賤
の
も
の

と
い
へ
共
斯
の
如
く
の
御
扱
ひ
ア
ル
事
也
。
尤
身
分
ハ
下
賤
と
い
へ
共
、
天

下
大
平
国
家
安
全
を
祈
ル
ガ
為
に
一
国
壱
部
の
納
経
を
な
し
捨
身
の
勤
め
を

専
分
と
な
す
、
其
善
心
を
御
叡
感
被
遊
る
ゝ
ゆ
へ
也
。
さ
る
ゆ
へ
に
御
関
所

役
人
等
も
御
大
切
に
被
遊
よ
と
巻
物
を
相
渡
ス
其
い
ん
ぎ
ん
な
る
を
見
る
べ

し
。
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形
を
捺
し
て
、
役
人
・
僧
侶
が
居
並
ぶ
な
か
で
巻
物
を
読
み
聞
か
す
と
い
う
。
そ

れ
な
り
の
額
の
納
金
と
、
一
種
の
登
録
手
続
、
掟
書
の
交
付
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
手
続
を
要
す
る
の
は
「
六
十

六
部
廻
国
に
出
ん
と
思
ふ
も
の
」「
六
十
六
部
ニ
出
ル
も
の
」
で
あ
っ
て
、
そ
の

ほ
か
に
「
諸
国
順
拝
し
て
納
経
を
受
あ
り
く
」
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
彼
ら
も
ま
た
、ま
ず
寛
永
寺
へ
の
納
経
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

一
〇
〇
文
を
出
し
て
持
参
の
帳
面
に
納
経
請
取
を
受
け
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
上
の
手
続
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
両
者
は
後
段
に
登
場
す
る
関
所
で
の

取
り
扱
い
で
も
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　

つ
づ
け
て
、
寛
永
寺
が
六
十
六
部
志
願
者
に
下
す
掟
書
の
説
明
が
あ
る
。

　

寛
永
寺
が
発
給
す
る
六
十
六
部
の
掟
書
に
つ
い
て
は
「
東
叡
山
御
定
目
」
と
題

す
る
も
の
が
知
ら
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
同
内
容
の
仁
和
寺
の
「
御
室
御
所
御
定

目
」
を
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
に
数
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

６
）。
年
紀
の
あ
る
も
の
は

い
ず
れ
も
一
八
二
〇
年
代
（
文
政
期
）
以
降
で
あ
る
。

　
『
見
聞
随
筆
』
が
記
す
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
修
行
（
托
鉢
）
や
宿
泊
の
作
法
等
、

廻
国
の
際
の
実
際
的
な
事
柄
が
並
ぶ
も
の
の
、
既
知
の
「
御
定
目
」
と
一
致
す
る

と
こ
ろ
は
少
な
く
、
わ
ず
か
に
、
一
定
以
上
の
大
き
さ
の
刃
物
の
携
行
の
禁
止
、

行
き
暮
れ
た
場
合
に
村
役
人
を
頼
る
べ
き
こ
と
、
女
人
の
同
行
の
禁
止
の
三
点
が

共
通
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
最
後
に
「
…
…
等
、
種
々
の
定
法
あ
る
事
也
」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
部
分
は
掟
書
を
正
確
に
転
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
情
報

提
供
者
の
記
憶
に
も
と
づ
い
て
筆
録
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

に
み
え
る
「
掟
」「
巻
物
」
は
「
東
叡
山
御
定
目
」
を
さ
す
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

　

な
お
、
野
田
成
亮
『
日
本
九
峰
修
行
日
記
』
に
、
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）

　
　

④
東
叡
山
か
ら
摂
政
家
へ
の
伝
達
お
よ
び
天
子
の
対
応
に
つ
い
て

　
　

⑤
偽
者
六
部
に
つ
い
て

　

最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
寛
永
寺
に
お
い
て
六
十
六
部
志
願
者
が
取
ら

ね
ば
な
ら
な
い
手
続
き
、お
よ
び
同
寺
役
所
で
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

六
十
六
部
に
出
よ
う
と
す
る
者
は
江
戸
で
あ
れ
ば
ま
ず
東
叡
山
の
納
経
請
取
を
得

る
こ
と
が
必
要
な
手
順
と
さ
れ
て
い
る
。

　

近
世
中
・
後
期
の
六
十
六
部
の
納
経
帳
に
、
寛
永
寺
の
請
取
を
冒
頭
に
お
く
も

の
、
そ
れ
も
し
ば
し
ば
実
際
の
巡
拝
順
を
か
え
て
冒
頭
に
据
え
る
操
作
を
し
て
い

る
も
の
が
多
数
あ
る
。
管
見
の
範
囲
で
は
、
寛
永
寺
か
ら
納
経
を
始
め
て
い
る
例

は
す
で
に
十
八
世
紀
初
頭
（
宝
永
期
）
か
ら
確
認
さ
れ
、
遅
く
と
も
一
七
四
〇
年

前
後
（
元
文
・
寛
保
期
）
に
な
る
と
、
実
際
に
は
他
の
寺
社
か
ら
納
経
を
始
め
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帳
面
上
の
操
作
に
よ
っ
て
寛
永
寺
の
請
取
を
巻
頭
に
出
す
例

が
現
れ
、
幕
末
ま
で
続
く（

４
）。
し
た
が
っ
て
、
記
事
が
記
す
よ
う
な
、
六
十
六
部
廻

国
は
寛
永
寺
納
経
を
も
っ
て
開
白
と
す
べ
し
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。「
江
戸
な
れ
ば
」
と
あ
っ
て
、
他
地
方
で
は
別
の
手
順
が
あ
っ
た
こ
と

が
言
外
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
京
都
で
は
仁
和
寺
が
同
様
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う（

５
）。

　

た
だ
し
、
こ
の
記
事
で
は
、
六
十
六
部
志
願
者
に
求
め
ら
れ
る
の
は
寛
永
寺
へ

の
納
経
だ
け
で
は
な
い
。
志
願
者
は
、
寛
永
寺
役
所
に
対
し
て
金
子
一
〇
〇
疋
と

鳥
目
二
〇
〇
銅
（
金
一
分
と
銭
二
〇
〇
文
）
を
納
め
、
み
ず
か
ら
の
名
や
住
所
は

も
ち
ろ
ん
、
名
主
・
家
主
を
も
届
け
出
る
と
あ
る
。
寺
の
側
で
は
そ
れ
を
記
録
し
、

さ
ら
に
小
さ
な
巻
物
一
軸
（
次
に
内
容
へ
の
言
及
が
あ
る
掟
書
で
あ
る
）
の
奥
に

も
名
を
記
し
、
巻
物
と
、
国
々
関
所
に
遣
わ
す
「
印
鑑
の
書
付
」
に
志
願
者
の
印
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ミ
奉
ル
）
者
で
あ
る
こ
と
、
②
六
十
六
部
の
廻
国
納
経
が
天
下
泰
平
国
家
安
全
を

祈
る
と
い
う
目
的
を
も
つ
こ
と
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
。

　

こ
の
う
ち
②
は
、「
東
叡
山
御
定
目
」（
お
よ
び
「
御
室
御
所
御
定
目
」）
の
冒

頭
に
登
場
す
る
次
の
よ
う
な
文
言
と
対
応
す
る
。

一
回
国
修
行
者
、
天
下
泰
平
・
国
土
安
穏
・
五
穀
成
就
可
祈
之
者
也
。

一
廻
国
之
儀
ハ
、
天
下
国
家
安
全
之
為
祈
禱
故
僧
ニ
定
置
者
也
。
依
之
日
本

国
中
一
宮
・
国
分
寺
江
可
為
納
経
者
也（

９
）。

　

六
十
六
部
は
国
家
的
な
目
的
を
担
う
も
の
と
し
て
定
め
お
か
れ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
近
世
後
・
末
期
の
職
業
的
六
十
六
部
集
団
が
関
わ
っ
た
廻
国
成
就
の
供
養

儀
礼
に
今
上
牌
や
家
康
あ
る
い
は
領
主
の
位
牌
が
登
場
し
、「
聖
寿
万
安
」
や
「
武

運
長
久
」
を
祈
る
様
式
が
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
る
史
料
も
あ
る

）
（1
（

。
彼
ら
の
あ
い
だ

に
は
、
こ
の
種
の
国
家
的
な
祈
禱
を
自
ら
の
職
能
と
す
る
と
い
う
主
張
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

他
方
、
①
の
後
白
河
法
皇
を
六
十
六
部
の
実
践
者
と
説
く
主
張
は
少
々
珍
し
い

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
の
ち
に
検
討
し
た
い
。

　

最
後
に
六
部
の
偽
者
へ
の
言
及
が
あ
る
。
六
十
六
部
の
偽
者
に
つ
い
て
は
、
は

や
く
田
中
休
愚
『
民
間
省
要

）
（（
（

』（
享
保
六
年
）
が
触
れ
て
お
り
、『
当
世
下
手
談
義
）
（1
（

』

（
宝
暦
二
年
）
や
『
銭
湯
新
話

）
（1
（

』（
宝
暦
四
年
）
な
ど
の
談
義
本
も
面
白
お
か
し
く

こ
れ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。『
見
聞
随
筆
』
と
時
代
的
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
『
守

貞
謾
稿
』
に
、西
国
巡
礼
と
と
も
に
「
三
都
と
も
に
乞
丐
人
是
ニ
扮
シ
テ
出
ル
者
、

甚
多
シ

）
（1
（

」
と
あ
る
の
も
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
は
法
華
経
奉
納
と
い
う
理
念
と

の
関
係
で
そ
の
雑
修
性
が
、
ま
た
掟
書
と
の
関
係
で
妻
子
連
れ
が
批
判
的
に
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。

三
月
一
一
日
、
同
宿
し
た
京
都
の
易
者
か
ら
「
東
叡
山
よ
り
出
る
六
部
の
掟
」
を

見
せ
ら
れ
た
と
あ
る（

７
）。

掟
書
に
言
及
し
た
早
い
例
で
あ
る
。

　

つ
づ
い
て
、
東
海
道
の
箱
根
の
関
を
例
に
、
関
所
で
の
取
り
扱
い
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
。
ま
ず
関
所
番
人
が
納
経
か
御
巻
物
か
、
す
な
わ
ち
諸
国
順
拝
納
経
の
者

か
掟
書
を
所
持
す
る
六
十
六
部
か
を
確
認
し
、
後
者
の
場
合
、
巻
物
（
掟
書
）
の

検
分
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
の
六
部
の
（
と
い
う
よ
り
巻
物
の
）
取
り

扱
い
は
尋
常
で
は
な
い
丁
重
さ
で
、
巻
物
は
三
方
に
載
せ
ら
れ
、
役
人
は
最
後
に

は
「
お
大
切
に
遊
ば
さ
れ
よ
」
と
さ
え
言
っ
て
返
却
す
る
と
あ
る
。
巻
物
を
も
た

な
い
「
納
経
」
の
者
、
つ
ま
り
寛
永
寺
の
允
可
を
受
け
た
六
部
で
は
な
い
廻
国
巡

礼
者
の
扱
い
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
一
般
の
通
行
人
と
同

様
の
扱
い
で
通
過
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

続
く
一
段
は
驚
く
べ
き
内
容
で
あ
る
。
寛
永
寺
は
、
六
十
六
部
と
し
て
登
録
し

た
廻
国
者
の
印
鑑
（
印
影
の
意
で
あ
ろ
う
）
を
、
早
飛
脚
を
も
っ
て
東
海
道
の
箱

根
関
所
、
中
山
道
の
横
川
関
所
（
碓
氷
関
所
）
ほ
か
、
六
部
が
向
か
っ
た
方
面
の

関
所
に
送
達
す
る
と
あ
る
。
六
部
の
通
関
に
備
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
時
代

の
関
所
に
は
、
関
所
手
形
作
成
者
（
発
行
権
者
の
家
臣
、
村
役
人
・
宿
場
役
人
等
）

の
氏
名
を
署
名
捺
印
し
た
判
鑑
が
届
け
ら
れ
、
手
形
と
の
照
合
を
厳
重
に
行
な
う

制
度
が
あ
っ
た
が（

８
）、
あ
た
か
も
そ
れ
を
模
し
た
か
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
さ
ら

に
驚
く
の
は
そ
の
先
で
、
こ
れ
と
は
別
に
寛
永
寺
か
ら
京
都
の
摂
政
家
に
彼
の
六

部
の
次
第
が
伝
達
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
天
皇
に
奏
上
さ
れ
て
、
天
皇
は
紫
宸

殿
で
六
部
の
道
中
安
全
の
た
め
に
七
日
間
の
祈
禱
を
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も

と
よ
り
そ
の
ま
ま
信
じ
て
よ
い
記
述
で
は
な
い
が
、
記
事
は
こ
う
し
た
対
応
が
と

ら
れ
る
理
由
を
、
①
六
十
六
部
が
後
白
河
法
皇
の
事
跡
を
継
承
す
る
（
御
跡
ヲ
ふ
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廻
国
納
経
を
行
う
者
の
な
か
に
寛
永
寺
（
お
そ
ら
く
仁
和
寺
も
含
め
て
よ
い
）
の

允
可
を
得
た
「
六
十
六
部
」
と
、
そ
う
で
は
な
い
者
が
い
る
と
い
う
認
識
が
存
在

し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
の

視
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
史
料
は
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。

　

た
と
え
ば
、
一
八
一
〇
年
代
（
文
化
期
）
に
廻
国
し
た
日
向
の
修
験
、
野
田
成

亮
（
泉
光
院
）
の
『
日
本
九
峰
修
行
日
記
』
で
は
、
実
質
的
に
六
十
六
部
廻
国
を

実
践
し
て
い
る
と
み
な
せ
る
泉
光
院
自
身
が
、
頻
繁
に
み
ず
か
ら
と
六
十
六
部
を

区
別
す
る
態
度
を
示
し
て
お
り
、「
六
十
六
部
」「
六
部
」
は
単
に
廻
国
納
経
の
実

践
者
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
あ
る
明
瞭
な
輪
郭
を
も
っ
た
遍
歴
者
の
一
カ
テ
ゴ
リ

ー
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る

）
（1
（

。
さ
ら
に
こ
の
日
記
中
に
は
「
大
社
参
り
」「
大
社
」「
大

社
順
拝
」「
大
社
廻
り
」
の
語
が
何
度
も
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
、
泉
光
院
ら
は

丹
波
国
分
寺
門
前
の
千
人
宿
で
、「
千
人
宿
は
六
部
計
り
、
又
大
社
参
り
に
て
も

鐘
〔
鉦
〕
打
ち
候
へ
ば
宿
借
す
べ
し
」
と
断
ら
れ
て
い
る
）
（1
（

。「
大
社
参
り
」
等
は
、
出
雲

大
社
参
詣
者
な
ど
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
六
十
六
部
で
は
な
い
廻
国
巡
礼
者
を
さ

す
語
（
の
一
つ
）
で
あ
ろ
う
。

　

次
の
史
料
に
も
注
目
し
た
い
。

　

先
年
、
幕
末
期
に
出
羽
国
村
山
郡
飯
塚
村
（
現
・
山
形
市
飯
塚
町
）
で
廻
国
供

養
を
行
な
っ
た
同
村
休
造
に
関
わ
る
一
群
の
文
書
（
岩
田
邦
弘
家
文
書
）
が
発
見

さ
れ
、
市
村
幸
夫
・
小
栗
栖
健
治
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た

）
（1
（

。
そ
の
な
か
に
嘉
永
七

年（
一
八
五
四
）、御
室
配
下
の
六
十
六
部
集
団
が
構
成
員
に
出
し
た
通
達
が
あ
る
。

こ
の
た
び
御
室
御
所
（
の
六
十
六
部
支
配
）
が
復
旧
し
、
御
室
よ
り
銘
々
に
御
条マ

マ

目
・
天
蓋
（
こ
こ
で
は
六
部
特
有
の
笠
の
意
）
が
下
賜
さ
れ
る
の
で
、以
後
は
「
菅

　

三
、「
六
十
六
部
」
と
い
う
範
疇

　

以
上
、
当
該
記
事
の
概
要
を
確
認
し
、
少
々
の
情
報
を
加
え
た
。
率
直
に
言
っ

て
、
こ
の
記
事
は
史
料
と
し
て
の
信
憑
性
に
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で

あ
っ
て
、
こ
と
に
関
所
で
の
取
り
扱
い
以
下
、
摂
政
家
へ
の
伝
達
、
天
皇
へ
の
奏

聞
云
々
を
含
む
く
だ
り
は
と
う
て
い
信
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。こ
の
こ
と
は
、

こ
れ
ら
の
情
報
が
一
体
ど
の
よ
う
な
経
路
で
著
者
の
耳
に
入
り
、
書
き
留
め
ら
れ

た
の
か
に
直
結
し
よ
う
。
こ
れ
を
論
ず
る
た
め
に
は
『
見
聞
随
筆
』
全
体
の
綿
密

な
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
容
易
で
は
な
い
が
、
同
書
の
他
の
話
題
に
し
ば
し
ば
諸

国
遍
歴
の
廻
国
者
の
見
聞
が
登
場
す
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
著
者
の

身
辺
に
六
十
六
部
、
そ
れ
も
寛
永
寺
か
ら
允
可
を
受
け
た
六
十
六
部
か
そ
れ
に
近

い
者
が
お
り
、
そ
こ
か
ら
の
伝
聞
が
筆
録
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す

る
。
当
該
記
事
は
、
そ
う
し
た
立
場
に
あ
る
者
の
、
六
十
六
部
を
権
威
づ
け
よ
う

と
す
る
過
度
の
誇
張
が
多
分
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
記
事
に
は
看
過
し
が
た
い
点
が

あ
る
と
考
え
る
の
は
、
こ
こ
に
は
、
こ
の
近
世
末
期
に
お
い
て
「
六
十
六
部
」
と

は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

再
述
に
な
る
が
、
記
事
で
は
、
寛
永
寺
で
掟
書
を
発
給
さ
れ
る
六
十
六
部
の
ほ

か
に
、「
諸
国
順
拝
し
て
納
経
を
受
あ
り
く
」
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
も

ま
た
、
ま
ず
寛
永
寺
へ
の
納
経
が
必
要
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
手
続
は
単
に

納
経
料
を
納
め
て
納
経
請
取
を
受
領
す
る
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
両
者
は

関
所
に
お
い
て
も
明
瞭
に
異
な
る
取
り
扱
い
を
受
け
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、当
時
、
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は
減
衰
傾
向
に
入
っ
て
い
く
の
に
対
し
て
、
こ
の
種
の
事
例
は
約
八
割
が
十
九
世

紀
に
集
中
し
て
い
る
。
十
九
世
紀
は
あ
た
か
も
職
業
的
な
六
十
六
部
の
活
動
が
廻

国
供
養
塔
上
に
顕
著
に
窺
わ
れ
る
時
期
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
に
あ
え
て
自
ら
の

廻
国
行
を
「
六
十
六
部
」
と
表
現
し
な
い
志
向
が
生
じ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
近
世
後
・
末
期
に
は
「
六
十
六
部
」
は
す
で
に
単
に
廻
国
の
巡
礼

や
巡
礼
者
を
さ
す
語
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
こ
の
語
は
、

も
っ
ぱ
ら
東
叡
山
寛
永
寺
ま
た
は
御
室
仁
和
寺
の
配
下
の
職
業
六
部
を
さ
す
も
の

と
な
っ
て
い
た
。
と
り
も
な
お
さ
ず
、
近
世
中
・
後
期
を
通
じ
、
東
叡
山
と
御
室

に
よ
る
六
十
六
部
支
配
が
進
行
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。「
掟
書
」
す
な
わ
ち
「
御

定
目
」
は
、
虚
無
僧
の
本
則
や
願
人
の
判
物
、
陰
陽
師
の
職
札
な
ど
と
同
様
、
彼

ら
の
許
状
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
八
二
〇
～
三
〇
年
代
（
文
政
・
天
保
）、
土
佐

藩
は
、
六
十
六
部
は
東
叡
山
御
定
目
を
所
持
す
る
は
ず
と
し
て
、
こ
れ
を
も
た
ざ

る
者
の
入
国
を
禁
じ
て
い
る）

11
（

が
、
藩
も
御
定
目
を
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。『
見
聞
随
筆
』
が
記
す
関
所
で
の
六
部
と
巻
物
の
扱
い
も
（
誇

張
は
と
も
か
く
と
し
て
）、
願
人
坊
主
や
道
心
・
虚
無
僧
な
ど
が
身
分
を
証
明
す

る
書
類
の
提
示
に
よ
っ
て
関
所
の
通
行
を
許
可
さ
れ
た
こ
と）

11
（

と
基
本
的
に
同
じ
で

あ
る
。
東
叡
山
・
御
室
配
下
の
六
部
た
ち
は
、
本
山
（
本
所
）
の
発
行
す
る
許
状

に
よ
っ
て
活
動
を
保
証
さ
れ
た
、一
種
の
身
分
集
団
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
き
に
記
事
の
情
報
提
供
者
は
東
叡
山
配
下
の
六
部
か
そ
れ
に
近
い
者
で
は
な

か
っ
た
か
と
し
た
が
、
も
し
仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
み
え
る
「
六
十

六
部
」
認
識
は
、
一
つ
の
立
場
を
明
確
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
本
記
事
は
、
結
局
、
六
十
六
部
に
類
す
る
も
の
を
、
①
寛
永
寺
配
下
の
正
規

の
六
十
六
部
、
②
単
に
諸
国
を
巡
拝
し
て
納
経
請
取
を
受
け
て
歩
く
者
（
一
般
の

笠
ニ
而
鉦
具
等
相
用
ひ
、
六
部
ニ
紛
敷
風
躰

0

0

0

0

0

0

0

」
で
廻
国
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
御

室
よ
り
言
い
渡
さ
れ
て
お
り
、
不
案
内
の
同
行
に
も
伝
え
る
よ
う
に
と
の
内
容
で

あ
る

）
（1
（

。
本
山
（
こ
こ
で
は
御
室
）
の
允
可
を
受
け
て
定
法
の
形
姿
を
整
え
た
者
以

外
は
正
規
の
六
部
で
は
な
い
と
い
う
態
度
と
い
っ
て
よ
い
。さ
ら
に
安
政
三
年（
一

八
五
六
）、
休
造
の
六
部
集
団
へ
の
仲
間
入
り
を
認
め
る
六
部
一
七
名
の
連
印
状

で
は
、休
造
は
周
防
国
長
田
村
地
蔵
堂
へ
「
神
社
仏
閣
大
社
之
躰

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ
而
罷
越
」
し
、

出
会
っ
た
伊
予
安
兵
衛
ら
六
部
に
天
蓋（
こ
こ
で
は
六
部
集
団
の
構
成
員
を
さ
す
）

に
し
て
ほ
し
い
旨
を
願
い
出
た
と
あ
る

）
（1
（

。
こ
こ
で
も
六
部
と
六
部
以
外
（
あ
る
い

は
六
部
以
前
）
の
廻
国
者
が
明
瞭
に
区
別
さ
れ
、
後
者
は
「
神
社
仏
閣
大
社
」
と

表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
六
十
六
部
」
の
語
を
御
室
あ
る
い
は
東
叡
山
配

下
の
六
十
六
部
集
団
に
属
す
者
に
限
定
し
て
用
い
る
用
法
が
、
少
な
く
と
も
当
該

集
団
内
部
で
は
確
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
て
こ
う
し
た
区
別
は
、
さ
き
の
泉
光
院
の
日
記
に
も
窺
え
る
よ
う
に
、

御
室
・
東
叡
山
配
下
に
あ
る
六
十
六
部
の
側
か
ら
の
視
線
と
の
み
は
い
え
な
い
よ

う
で
あ
る
。
文
政
七
～
一
一
年
（
一
八
二
四
～
二
八
）、
陸
奥
八
戸
の
豪
商
が
泊

め
た
「
日
本
廻
国
衆
」
の
帳
簿
が
中
澤
伸
弘
に
よ
っ
て
翻
刻
・
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、
宿
泊
者
四
一
人
の
う
ち
、
九
人
に
「
菅
笠
」
と
肩
書
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。
こ
れ
も
、

「
六
十
六
部
で
は
な
い
」
廻
国
者
の
意
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ち
な
み
に
廻
国
供
養
塔
を
み
る
と
、
目
下
、
把
握
さ
れ
て
い
る
約
一
万
基
の
な

か
に
、「
六
十
六
部
」
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
義
に
使
わ
れ
て
い
た
「
日
本
廻
国
」

の
刻
字
を
も
た
ず
、「
奉
納
日
本
神
社
仏
閣
拝
礼

0

0

0

0

0

0

供
養
」「
奉
納
日
本
大
社
順
拝

0

0

0

0

」

な
ど
と
す
る
も
の
が
三
〇
〇
基
弱
確
認
さ
れ
る

）
1（
（

。
廻
国
供
養
塔
全
体
は
一
七
一
〇

年
代
と
一
七
五
〇
～
八
〇
年
代
に
ピ
ー
ク
が
あ
り
、
十
九
世
紀
に
な
る
と
量
的
に
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れ
が
蓮
花

0

0

王
院
（
三
十
三
間
堂
）
の
由
来
と
な
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
今
熊
野
を

勧
請
し
た
法
皇
の
熊
野
信
仰
に
つ
い
て
も
、「
前
生
熊
野
ノ

蓮
花
坊
ト
云
フ
沙
門
ニ

テ
、
常
ニ
三
ツ

ノ
山
ヲ
信
ジ
、
諸
国
奉
納
ノ
六
十
六
部
ノ
功
徳
ニ
ヨ
リ
テ
、
六
十

六
ケ
国
ノ
主
、
帝
王
ト
ハ
生
レ
玉
ヘ
ル
故
ニ
、
分
テ
此
ノ

帝
三
ツ

ノ
山
信
仰
不
レ

浅
カ

ラ

」
と
説
明
す
る
の
で
あ
る

）
11
（

。

　

中
前
正
志
の
詳
細
な
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
み
え
る
後
白
河
の
頭
痛
か
ら
三

十
三
間
堂
の
創
建
に
至
る
基
本
的
な
プ
ロ
ッ
ト
は
、『
初
重
聞
書
』（
永
正
一
二
〔
一

五
一
五
〕）
以
降
、
三
十
三
間
堂
創
建
説
話
に
ひ
ろ
く
認
め
ら
れ
る
一
般
的
要
素

で
あ
る
と
い
う
。
柳
の
因
縁
を
欠
く
か
た
ち
で
は
す
で
に
『
吉
口
伝
』（
十
四
世

紀
初
頭
）
に
み
え
、
他
方
で
そ
の
展
開
は
、
浄
瑠
璃
の
人
気
作
『
三
十
三
間
堂
棟

む
な
ぎ

由の
ゆ
ら
い来

』
や
、「
木
霊
女
房
」
型
昔
話
・
伝
説
の
一
部
に
も
及
び
、
ま
た
因
幡
堂
が

積
極
的
に
こ
こ
へ
の
関
与
を
図
っ
て
く
る）

11
（

（『
霊
場
記
』
が
因
幡
堂
縁
起
を
引
く

か
た
ち
を
と
る
の
は
、
そ
こ
に
理
由
が
あ
る
）。『
霊
場
記
』
の
記
述
は
、
こ
う
し

た
三
十
三
間
堂
創
建
説
話
の
系
譜
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
多
く
の
説
話
に
お
い
て
後
白
河
の
前
生
は
名
を
蓮
花
（
華
）
房
、
熊
野

に
関
わ
る
修
行
者
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
六
十
六
部
と
す
る
も
の
は
、
中

前
の
博
捜
に
よ
っ
て
も
さ
き
の
『
霊
場
記
』
の
一
例
に
と
ど
ま
る
よ
う
で
あ
る

）
11
（

。

同
時
に
注
意
し
た
い
の
は
、『
霊
場
記
』
が
後
白
河
は
前
生
に
お
け
る
修
行
（
こ

こ
で
は
六
十
六
部
廻
国
納
経
）
の
「
功
力
」「
功
徳
」
に
よ
っ
て
帝
王
に
転
生
し

た
と
し
て
い
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
因
果
関
係
の
設
定
も
ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
『
山
州
名
跡
志
』（
正
徳
元
年
〔
一
七
一
一
〕
刊
）
巻

三
「
蓮
花
王
院
」
条
に
「
因
幡
堂
縁
起
云
」
と
し
て
、「
日
本
を
行
脚
し
て
仏
道

を
修
行
す
。
其
薫
功
に
因
て

0

0

0

0

0

0

今
帝
位
に
至
れ
り
）
11
（

」
と
あ
る
の
が
近
く
、
あ
る
い
は

廻
国
巡
礼
者
）、
③
偽
者
の
六
部
の
三
つ
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
近
世

の
勧
進
宗
教
者
た
ち
は
本
山
・
本
所
配
下
の
身
分
集
団
に
属
し
て
活
動
の
保
証
を

得
た
が
、
近
世
後
期
に
な
る
と
偽
の
宗
教
者
を
取
り
締
ま
る
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
秩

序
形
成
の
擁
護
者
を
装
い
は
じ
め
た
、
と
い
う
林
淳
の
指
摘）

11
（

が
想
起
さ
れ
る
。

　

四
、
後
白
河
法
皇
の
廻
国
と
転
生

　

本
記
事
に
関
し
て
も
う
一
つ
検
討
し
て
お
き
た
い
の
は
、
後
白
河
法
皇
に
関
わ

る
伝
承
で
あ
る
。
記
事
は
、
天
皇
が
一
介
の
六
部
の
た
め
に
七
日
間
の
祈
禱
を
す

る
理
由
の
一
つ
に
、
六
部
は
「
後
白
川
法
皇
の
御
跡
ヲ
ふ
ミ
奉
ル
故
」
を
あ
げ
て

い
た
。
六
十
六
部
を
、
後
白
河
法
皇
の
足
跡
を
た
ど
る
者
、
後
継
者
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

後
白
河
と
六
十
六
部
の
関
係
を
説
く
史
料
は
多
く
は
な
い
。
唯
一
、
管
見
に
入

っ
た
の
は
、
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
刊
、
厚
誉
春
鴬
『
西
国
卅
三
処
霊
場
記
』

（
外
題
は
『
西
国
三
十
三
所
観
音
霊
場
記
』）
巻
三
の
今
熊
野
観
音
寺
条
の
一
節
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
因
幡
堂
の
縁
起
を
引
く
か
た
ち
で
後
白
河
法
皇
の
転
生
譚
が
語

ら
れ
る
。
つ
ね
に
頭
痛
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
後
白
河
が
、
熊
野
権
現
の
夢
告
に
よ

っ
て
因
幡
堂
に
参
籠
し
た
と
こ
ろ
、
貴
僧
が
忽
然
と
現
れ
て
「
汝
ガ
前
生
ハ
熊
野

ニ
ア
リ
テ
蓮
花

0

0

坊
ト
云
ヘ
ル
僧
ナ
リ
シ
ガ
、
日
本
ヲ
廻
国
シ
テ
六
十
六
部
ノ
経
ヲ

奉
納
ス
。
其
ノ
功
力
ニ
依
テ
今
帝
位
ニ
生
レ
給
ヘ
リ
」
と
そ
の
前
生
を
明
か
し
、

そ
の
髑
髏
が
岩
田
川
の
水
底
に
あ
っ
て
目
穴
を
柳
の
木
が
貫
い
て
い
る
の
が
頭
痛

の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
後
白
河
は
当
の
柳
で
観
音
像

を
造
ら
せ
て
く
だ
ん
の
髑
髏
を
そ
こ
に
納
め
る
こ
と
で
頭
痛
平
癒
が
か
な
い
、
こ
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ち
ろ
ん
、
六
十
六
部
廻
国
行
を
権
威
づ
け
る
た
め
で
は
あ
る
が
、
天
皇
の
認
知
・

庇
護
を
主
張
す
る
う
え
で
は
、
頼
朝
の
前
生
で
は
な
く
、
天
皇
の
前
生
を
六
十
六

部
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。お
誂
え
向
き
の
話
が
提
供
さ
れ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

お
わ
り
に

　

岩
瀬
文
庫
蔵
『
見
聞
随
筆
』
中
の
六
十
六
部
関
係
記
事
を
紹
介
し
、
若
干
の
検

討
を
加
え
た
。
再
々
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
記
事
に
全
面
的
に
信
を
お
く
こ
と
は

難
し
い
。
寛
永
寺
に
お
け
る
六
十
六
部
の
登
録
（
加
入
）
手
続
に
し
て
も
、
こ
れ

ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
御
室
配
下
の
六
十
六
部
集
団
へ
の
加
入
の
具
体
例）

11
（

と
比
べ

る
と
少
々
異
質
で
あ
り
、
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
「
六
十
六
部
」

と
い
う
概
念
が
き
わ
め
て
限
定
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
無
視
す

べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
近
世
末
期
に
は
、
こ
の
語
は
も
は
や
寛
永
寺
（
と
仁

和
寺
）
配
下
の
六
十
六
部
廻
国
者
、
つ
ま
り
職
業
的
六
十
六
部
集
団
の
構
成
員
と

彼
ら
の
廻
国
行
を
さ
す
語
に
な
っ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
虚
妄

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
権
力
・
権
威
に
対
し
て
こ
こ
ま
で
の
近
し
さ
を
主
張
す
る

態
度
も
、
た
だ
笑
殺
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
六
十
六
部
が

も
つ
、
単
な
る
巡
礼
の
一
種
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
特
異
性
―
―
権
力
に
対
す

る
あ
る
種
の
親
和
性
が
表
出
し
て
い
る
。

　

じ
つ
は
、
こ
の
記
事
の
評
価
を
難
し
く
し
て
い
る
の
は
、
著
者
が
寺
社
奉
行
所

関
係
者
の
可
能
性
を
も
つ
と
の
指
摘
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
根
も

葉
も
な
い
荒
唐
無
稽
な
話
、
そ
れ
も
公
儀
に
も
関
わ
る
話
が
無
批
判
に
筆
録
さ
れ

『
霊
場
記
』
は
こ
こ
に
拠
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
い
ず
れ
に
し
て
も
、
六
十
六
部
廻
国
納
経
の
功
徳
に
よ
っ
て
帝
王
に
転
生

す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
納
経
聖
・
頼ら

い

朝ち
ょ
う

房ぼ
う

か
ら
源
頼
朝
へ
の
転
生
を
語
る
六

十
六
部
縁
起
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。「
日
本
ヲ
廻
国
シ
テ
六
十
六
部
ノ

経
ヲ
奉
納
ス
。
其
ノ
功
力
ニ
依
テ
今
帝
位
ニ
生
レ
給
ヘ
リ
」「
諸
国
奉
納
ノ
六
十

六
部
ノ
功
徳
ニ
ヨ
リ
テ
、
六
十
六
ケ
国
ノ
主
、
帝
王
ト
ハ
生
レ
玉
ヘ
ル
」
と
い
う

『
霊
場
記
』
の
書
き
振
り
は
、『
日
本
回
国
六
十
六
部
縁
起
』（
宝
永
五
年
〔
一
七

〇
八
〕
刊
）
の
、「
日
本
国
中
回
国
修
行
の
大
功
徳
に
依
つ
て
善
本
を
種
植
へ
、

多
生
多
劫
を
歴
す
、
今
、
日
本
の
大
守
、
開
基
大
将
軍
右
兵
衛
佐
源
頼
朝
と
現
ず

）
11
（

」

と
近
似
の
表
現
と
い
え
る
。

　

頼
朝
転
生
譚
が
（
北
条
時
政
や
梶
原
景
時
さ
ら
に
は
源
義
経
ら
の
転
生
譚
も
含

め
て
）
中
・
近
世
に
広
い
展
開
と
浸
透
を
み
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
白
河
の

名
が
六
十
六
部
関
係
の
史
料
・
伝
承
に
登
場
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
。『
霊

場
記
』
の
記
す
後
白
河
転
生
譚
は
、
頼
朝
転
生
譚
と
は
本
来
、
別
の
水
脈
に
属
す

も
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
厚
誉
春
鴬
は
、
た
と
え
ば
『
塩
尻
』
が
「
近
世
民
間
六
十

六
部
と
て
回
国
す
」「
是
近
き
比
の
野
俗

）
11
（

」
と
記
す
よ
う
な
十
八
世
紀
初
頭
の
六

十
六
部
の
流
行
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
後
白
河
の
前
生
の
髑
髏
の
因
縁
を
も
っ

て
三
十
三
間
堂
創
建
を
語
る
話
に
少
々
筆
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い

か
）
1（
（

。

　
『
見
聞
随
筆
』
に
戻
ろ
う
。
い
ま
の
と
こ
ろ
六
十
六
部
関
係
の
史
料
に
後
白
河

が
見
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
彼
を
六
十
六
部
の
実
践
者
・
先
駆
者
と
す
る

言
説
の
淵
源
は
、『
西
国
卅
三
所
霊
場
記
』（『
西
国
三
十
三
所
観
音
霊
場
記
』）
が

語
る
転
生
譚
あ
た
り
に
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
利
用
さ
れ
た
の
は
、
も
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（
４
）
た
と
え
ば
、
元
文
四
～
延
享
二
年
（
一
七
三
九
～
四
五
）
に
六
十
六
部
廻
国
を
行

な
っ
た
遠
江
国
豊
田
郡
小
山
村
の
大
宥
の
場
合
、
実
際
は
元
文
四
年
四
月
一
七
日
、

三
河
の
鳳
来
寺
か
ら
納
経
を
始
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
納
経
帳
の
一
丁
表
は
あ
け

て
お
い
て
、
信
濃
・
上
野
・
下
野
・
武
蔵
・
相
模
の
寺
社
を
経
て
よ
う
や
く
江
戸
に

入
っ
た
同
年
一
二
月
、
東
叡
山
寛
永
寺
に
参
り
、
そ
こ
に
請
取
を
受
け
て
い
る
（
静

岡
県
袋
井
市
個
人
蔵
、
同
市
教
育
委
員
会
寄
託
、
大
宥
納
経
帳
）。
な
お
、
増
上
寺

を
寛
永
寺
に
準
じ
て
扱
う
例
も
い
く
ら
か
確
認
さ
れ
、
興
味
深
い
。

（
５
）
御
室
御
所
の
納
経
請
取
も
、
東
叡
山
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
。

た
だ
し
、
こ
れ
も
管
見
の
限
り
で
は
と
い
う
こ
と
あ
る
が
、
仁
和
寺
の
請
取
を
特
別

扱
い
す
る
例
が
現
れ
る
の
は
寛
永
寺
の
そ
れ
よ
り
遅
く
、
一
七
八
〇
年
代
（
天
明
期
）

に
下
る
。
両
者
の
六
十
六
部
支
配
の
開
始
に
は
時
間
差
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
６
）『
高
知
県
史
』
民
俗
資
料
編
、
一
九
七
七
年
、
一
〇
〇
八
―
一
〇
〇
九
頁
。
小
嶋

博
巳
「
近
世
六
部
の
組
織
性
」（
前
掲
註
２
）、
七
一
―
七
三
頁
。
小
栗
栖
健
治
「
六

十
六
部
を
描
く
行
列
絵
巻
」『
巡
礼
論
集
２
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
一
三
五

―
一
三
六
頁
。
小
嶋
博
巳
「
近
世
末
期
、御
室
配
下
の
六
十
六
部
集
団
に
つ
い
て
」（
前

掲
註
３
）、
七
六
―
七
七
頁
。
市
村
幸
夫
「
出
羽
の
行
者
休
造
と
御
室
配
下
の
六
十

六
部
集
団
」『
村
山
民
俗
』
三
一
、
二
〇
一
七
年
、
五
七
―
五
八
頁
。

（
７
）
鈴
木
棠
三
校
注
「
日
本
九
峰
修
行
日
記
」
宮
本
常
一
ほ
か
編
『
日
本
庶
民
生
活
史

料
集
成
』
第
二
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
、
七
二
頁
。

（
８
）
五
十
嵐
富
夫
『
近
世
関
所
の
基
礎
的
研
究
』
多
賀
出
版
、一
九
八
六
年
、五
七
二
頁
。

（
９
）『
高
知
県
史
』
民
俗
資
料
編
（
前
掲
註
６
）、
一
〇
〇
八
頁
。
ほ
ぼ
同
様
の
文
言
を

も
つ
「
御
定
目
」
は
多
い
。

（
10
）
小
嶋
博
巳
「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
蔵
「
廻
国
供
養
行
列
絵
巻
」
に
つ
い
て
」

『
岡
山
民
俗
』
二
三
八
、
二
〇
一
七
年
、
二
四
―
二
七
頁
。

（
11
）
村
上
直
校
訂
『
新
訂 

民
間
省
要
』
有
隣
堂
、
一
九
九
六
年
、
三
五
三
頁
。

る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
関
所
で
の
分
外
に
丁
重
な

取
り
扱
い
を
含
め
、
こ
こ
に
主
張
さ
れ
て
い
る
権
力
と
の
関
わ
り
が
、
ま
っ
た
く

の
虚
構
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
万
分
の
一
で
も
な
に
が
し
か
の
事
実
の
裏
付
け
を
と

も
な
う
の
か
、
な
お
慎
重
な
見
極
め
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
冒
頭
の
「
日
本
廻

国
六
十
六
部
と
云
も
の
ハ
六
ツ
か
し
き
も
の
也
」
と
い
う
一
文
は
深
長
で
あ
る
。

註（
１
）https://trc-adeac.trc.co.jp/W

J11F
0/W

JJS
07U
/2321315100/232131
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（
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
／
古
典
籍
書
誌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
『
見
聞
随
筆
』
の
ペ
ー
ジ
）。
塩
村
耕
氏
の
作
成
と
い
う
。
な
お
、
塩
村
耕
『
江

戸
人
の
教
養
』（
水
曜
社
、
二
〇
二
〇
年
）
に
『
見
聞
随
筆
』
へ
の
言
及
が
あ
る
（
五

八
―
五
九
頁
）。

（
２
）
小
嶋
博
巳
「
近
世
六
部
の
組
織
性
」
巡
礼
研
究
会
編
『
巡
礼
論
集
２　

六
十
六
部

廻
国
巡
礼
の
諸
相
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
ほ
か
。
な
お
、
こ
の
旧
稿
に
お
け

る
「
御
定
目
」
と
職
業
的
六
部
集
団
と
の
関
係
の
理
解
は
、
本
稿
に
よ
っ
て
全
面
的

に
改
め
る
必
要
が
生
じ
た
。

（
３
）
仁
和
寺
の
六
十
六
部
支
配
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
日
野
西
眞
定
「
高

野
山
の
六
十
六
部
史
料
」
巡
礼
研
究
会
編
『
巡
礼
論
集
２　

六
十
六
部
廻
国
巡
礼
の

諸
相
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年
。
小
嶋
博
巳
「
明
治
初
年
の
六
十
六
部
の
本
山
問

題
―
―『
公
文
録
』に
み
る
仁
和
寺
の
六
十
六
部
支
配
の
終
焉
と
六
部
集
団
―
―
」『
生

活
文
化
研
究
所
年
報
』
二
五
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
生
活
文
化
研
究
所
、

二
〇
一
二
年
。
小
嶋
博
巳
「
近
世
末
期
、
御
室
配
下
の
六
十
六
部
集
団
に
つ
い
て
―

―
三
原
市
の
新
出
史
料
か
ら
―
―
」『
宗
教
民
俗
研
究
』
二
四
・
二
五
合
併
号
、
二

〇
一
六
年
。
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（
25
）姫
路
文
学
館
所
蔵
本
に
よ
る
。
私
に
句
読
点
を
加
え
た
。
ち
な
み
に
、弘
化
二
年（
一

八
四
五
）
刊
の
『
西
国
三
十
三
所
観
音
霊
場
記
図
会
』
に
は
六
十
六
部
云
々
は
み
え

な
い
。『
図
会
』
は
『
西
国
三
十
三
所
観
音
霊
場
記
』（『
西
国
卅
三
処
霊
場
記
』）
の

本
文
を
用
い
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
、
中
前
正
志

「『
普
陀
洛
伝
記
』
か
ら
『
霊
場
記
図
会
』
へ
」（
福
田
晃
・
中
前
正
志
編
『
唱
導
文

学
研
究
』
第
九
集
、
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）
中
前
正
志
『
神
仏
霊
験
譚
の
息
吹
き
』
臨
川
書
院
、
二
〇
一
一
年
。

（
27
）
た
だ
し
、
こ
れ
も
右
の
中
前
の
著
書
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
宝
暦
六

年
（
一
七
五
六
）
刊
の
『
霊
魂
得
脱
篇
』
に
、『
西
国
卅
三
処
霊
場
記
』
の
当
該
部

分
の
ほ
ぼ
完
全
な
引
用
が
あ
る
（
西
田
耕
三
校
訂
『
仏
教
説
話
集
成
［
二
］』
国
書

刊
行
会
、
一
九
九
八
年
、
三
七
二
―
三
七
三
頁
）。

（
28
）『
大
日
本
地
誌
大
系
』
第
二
冊
、
大
日
本
地
誌
大
系
刊
行
会
、
一
九
一
五
年
、
四

八
頁
。
こ
れ
を
承
け
た
か
、安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
刊
の
秋
里
籬
島
『
都
名
所
図
会
』

巻
三
の
蓮
華
王
院
三
十
三
間
堂
条
も
、「
法
皇
の
前
生
ハ
熊
野
に
あ
つ
て
蓮
華
坊
と

い
ふ
人
也
。
海
内
を
行
脚
し
て
仏
道
を
修
行
す
。
其
薫
功
に
よ
つ
て
今
帝
位
に
昇
れ

り
」
と
す
る
。

（
29
）
小
嶋
博
巳
「
六
十
六
部
縁
起
と
頼
朝
坊
廻
国
伝
説
」
真
野
俊
和
編
『
講
座
日
本
の

巡
礼
』
二
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
六
年
、
二
九
三
頁
。

（
30
）『
日
本
随
筆
大
成
』
第
三
期
一
六
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
、
一
一
七
―
一

一
九
頁
。

（
31
）『
西
国
卅
三
処
霊
場
記
』
も
ま
た
『
山
州
名
勝
志
』
も
、
と
も
に
当
該
部
分
を
「
因

幡
堂
ノ
縁
起
ニ
曰
」「
因
幡
堂
縁
起
云
」
と
し
て
語
り
出
す
こ
と
は
ど
う
と
ら
え
た

ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
文
字
ど
お
り
に
解
す
れ
ば
、
後
白
河
は
日
本
を
巡
っ
た
功
徳

で
帝
王
に
転
生
し
た
と
語
る
因
幡
堂
縁
起
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の

方
面
に
暗
い
筆
者
の
狭
い
見
聞
の
な
か
で
は
、
中
世
成
立
の
『
因
幡
堂
縁
起
』（
東

（
12
）
中
野
三
敏
校
注
『
田
舎
荘
子 

当
世
下
手
談
義 

当
世
穴
さ
が
し
』（
新
日
本
古
典
文

学
大
系
八
一
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
一
四
七
―
一
四
八
頁
。

（
13
）
高
倉
嘉
夫
編
『
心
学
道
話
全
集
』
第
四
巻
、
忠
誠
堂
、
一
九
二
八
年
、
一
四
〇
八

―
一
四
〇
九
頁
。

（
14
）
朝
倉
晴
彦
・
柏
川
修
一
編
『
守
貞
謾
稿
』
第
一
巻
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
二
年
、

二
二
七
頁
。

（
15
）
小
嶋
博
巳
「
廻
国
行
者
と
天
蓋
六
部
―
―
『
日
本
九
峰
修
行
日
記
』
の
提
起
す
る
二
、

三
の
問
題
に
つ
い
て
―
―
」『
宗
教
民
俗
研
究
』
三
、
一
九
九
三
年
。

（
16
）
鈴
木
棠
三
校
注
「
日
本
九
峰
修
行
日
記
」（
前
掲
註
７
）、
九
七
頁
（
文
化
一
一
年

九
月
二
七
日
条
）。
な
お
、「
鐘
（
鉦
）
打
ち
」
は
鉦
を
打
っ
て
念
仏
を
あ
げ
る
近
世

の
六
部
の
行
儀
で
、
要
す
る
に
宿
の
側
は
六
部
に
類
す
る
者
な
ら
ば
泊
め
よ
う
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
17
）
市
村
幸
夫
「
出
羽
の
行
者
休
造
と
御
室
配
下
の
六
十
六
部
集
団
」『
村
山
民
俗
』

三
一
、
二
〇
一
七
年
。
小
栗
栖
健
治
「
六
十
六
部
行
者
休
造
の
満
願
供
養
」（
同
）。

（
18
）
市
村
、
同
右
、
五
九
頁
。

（
19
）
同
右
、
五
九
―
六
〇
頁
。

（
20
）
中
澤
伸
弘
「
文
政
期
の
『
日
本
廻
国
衆
』
に
つ
い
て
」『
神
道
史
研
究
』
六
六
巻

一
号
、
二
〇
一
八
年
。

（
21
）
小
嶋
博
巳
編
「
廻
国
供
養
塔
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

五
訂
版
改
」（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心

女
子
大
学
学
術
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ　

http://id.nii.ac.jp/1560/00000428/

）。

（
22
）
平
尾
道
雄
『
近
世
社
会
史
考
』
高
知
市
民
図
書
館
、一
九
六
二
年
、三
〇
二
頁
。『
高

知
県
史
』
民
俗
資
料
編
（
前
掲
註
６
）、
一
〇
〇
九
―
一
〇
一
〇
頁
。

（
23
）
五
十
嵐
富
夫
『
近
世
関
所
の
基
礎
的
研
究
』（
前
掲
註
８
）、
四
一
四
―
四
一
六
頁
。

（
24
）
林
淳
「
幕
府
寺
社
奉
行
と
勧
進
の
宗
教
者
―
―
山
伏
・
虚
無
僧
・
陰
陽
師
―
―
」

末
木
文
美
士
編
『
民
衆
仏
教
の
定
着
』
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
二
六
八
頁
。
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京
国
立
博
物
館
本
、
東
寺
観
智
院
本
）
は
も
と
よ
り
、『
雍
州
府
志
』『
山
城
名
勝
志
』

な
ど
の
近
世
地
誌
に
引
用
さ
れ
て
い
る
縁
起
に
も
、
該
当
す
る
も
の
を
見
つ
け
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
識
者
の
ご
教
示
を
請
い
た
い
。

（
32
）
本
文
で
触
れ
た
出
羽
休
造
の
例
の
ほ
か
、
次
の
文
献
に
そ
う
し
た
例
が
あ
る
。
鳥

谷
芳
雄
「
近
世
六
十
六
部
の
集
団
形
成
―
―
出
雲
国
遅
江
村
の
庄
吉
・
新
太
郎
の
例

か
ら
―
―
」
島
根
県
教
委
文
化
課
編
『
季
刊
文
化
財
』
一
二
五
、
島
根
県
文
化
財
愛

護
協
会
、
二
〇
一
一
年
。
小
嶋
博
巳
「
近
世
末
期
、
御
室
配
下
の
六
十
六
部
集
団
に

つ
い
て
」（
前
掲
註
３
）。
い
ず
れ
も
近
世
末
期
の
事
例
で
、
一
般
の
（
組
織
外
の
）

廻
国
巡
礼
者
が
旅
先
で
御
室
配
下
の
六
部
集
団
に
加
入
す
る
経
緯
が
、
あ
る
程
度
窺

え
る
。

　

付
記　

資
料
閲
覧
と
翻
刻
を
ご
許
可
く
だ
さ
っ
た
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
、
な
ら
び
に
、『
見

聞
随
筆
』
に
六
十
六
部
関
係
の
記
事
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
お
教
え
く
だ
さ
り
、
か
つ
調

査
に
種
々
の
ご
高
配
を
賜
っ
た
伴
野
義
広
氏
（
西
尾
市
史
民
俗
部
会
調
査
員
）
に
、
お

礼
申
し
上
げ
る
。




